
 資料１  
 

                     令和３年１月１８日 
文 部 科 学 省 
初等中等教育局教科書課 

 
 
教科用図書検定規則の一部改正に関する 

パブリックコメント（意見公募手続）の結果について 
 
 「教科用図書検定規則の一部を改正する省令案」について、令和２年１２月１

０日から令和３年１月８日までの期間、電子メール・郵便・ＦＡＸを通じて、広

く国民の皆様から御意見の募集を行いましたところ、合計５０件の御意見をい

ただきました。 
 いただいたご意見の概要及びそれに対する文部科学省の考え方は別紙のとお

りです。なお、とりまとめの都合上、内容により適宜集約させていただいており

ます。貴重なご意見をお寄せいただき、厚く御礼申し上げます。 
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（別　紙）

分類番号 主な意見の概要 文部科学省の考え方

②検定を経
た図書に記
載されてい
るウェブサ
イトのアド
レスにより
参照させる
内容の変更
に伴う手続
に係る規定
の整備

QRコードなどで参照できる内容
が、「児童又は生徒にとって不適
切な情報」であるかどうかは、ど
のような基準に基づいて、誰が判
断するのかが不明であり、削除す
べきである。

教科書記述においては、政府や保
守政党寄りにならないよう、憲法
の立憲主義や個人の尊重、基本的
人権の尊重を重視する記述がなさ
れるよう、検定姿勢を改めるべき
だ。その上でＵＲＬやＱＲコード
が政府や保守政党寄りにならない
よう、注意を促したい。

③申請図書
等に関する
不適切な情
報管理等が
あった場合
の措置に係
る規定の整
備

大方の著作編修者は、白表紙本の
扱いなど、規則を厳密に守ってい
る。その上に「誓約書の受領」を
求めることは、特に現場の教員な
どの著作編修者を委縮させてしま
わないか。それでは、現場の声を
活かした教科書づくりが衰退して
しまうのではないか。著作編修者
にしばりをかけるような「誓約書
の受領」を求めることを強制すべ
きではない。

　教科書の著作編集関係者は、現在
でも検定申請に関する資料等につい
て適切な情報管理を行うこととされ
ています。今回の改正は、それを更
に徹底するためのものであり、ま
た、誓約書の受領等は現在でも一般
的に行われているものと考えられる
ことから、今回の改正により著作編
集関係者を委縮させるようなことに
はならないものと考えています。

　検定を経た図書に記載されている
ウェブサイトのアドレスにより参照
させる内容について、例えば課金を
誘導するようなサイトなど児童生徒
にとって不適切なものではないこと
などを文部科学省において確認して
います。
　今回の教科用図書検定規則改正案
は、ウェブサイトのアドレスにより
参照させる内容に上記のような問題
がないことを文部科学省において確
実に確認できるよう、参照内容を変
更する際の手続として、発行者は文
部科学大臣が別に定める日までにあ
らかじめ文部科学大臣に報告する旨
を検定規則において明確に規定する
ものです。
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（別　紙）

分類番号 主な意見の概要 文部科学省の考え方

結果公表前に審査状況が明らかに
されることの、どこに不都合（あ
るいは静ひつな環境の確保が困
難）となるのでしょうか。

　検定結果の公表前に申請図書に関
する情報等を外部に対し公表するこ
とは、外部から特定の事項に対する
賛否等の意見表明がなされる事態等
を引き起こし、当該事項に関する記
述を含む他の図書について、学術
的・専門的な観点に基づき、公平な
審査を行うことが困難となる事態を
招きかねないことから、現在も教科
用図書検定規則実施細則で禁止され
ています。

ある発行者に対する教科書検定が
終了した後で、その内容を公表す
ることは違反には当たらず問題な
い。不合格決定と3月末の文科大臣
の検定結果の公表まで3ヶ月もの期
間があることは、発行者にとって
余りにも不利・不当なものではな
いか。

　文部科学省が結果を公表する前に
申請図書に関する情報等を公にする
ことは、現在の教科用図書検定規則
実施細則でも禁止されています。今
回の改正は、当該規範を実効性ある
ものとすることで静ひつな審議環境
を確保するため、申請図書等の不適
切な情報管理その他の検定審査に重
大な影響を及ぼす行為を行った申請
者に対する対応を規定するもので
す。

④不合格図
書の再申請
に係る規定
の整備

不合格となった図書の再申請につ
いて上限を2回とする規定をお考え
のようだが、本当に真面目により
よい教科書を作ろうとする発行者
の努力が生かされないことが生じ
るのではないか。一律に2回までと
することには問題があるのではな
いか。

　検定が基本的に４年サイクルであ
ることや再申請がなされた場合にお
けるこれまでの実績も踏まえれば、
再申請の回数を２回までとしたとし
ても、本来発行者が行うべき編集や
校閲をしっかりと行っていれば、発
行者にとって大きな支障を生じるも
のではないと考えています。

再検定を翌年度とする制度改訂
は、基本的な採択は4年に1回であ
り、教育委員会は新しい教科書を
採択済みであり、1年後に認められ
て採択される可能性は限りなくゼ
ロに近い。再提出は同じ年度の採
択に間に合うようにすべきだ。
従って反対である。

　義務教育諸学校用教科用図書の通
常の検定においては、当初の検定審
査において不合格とされた場合で
あっても一定の要件を満たしている
場合には、年度内の再申請が認めら
れています。今回の改正は、当初の
検定審査において不合格となった図
書について再申請した結果、再度不
合格となった場合に、２回目の再申
請を翌年度とすることを規定するも
のです。
　なお、２回目の再申請と検定決定
を年度内に行うことについては、日
程的な問題から困難と考えていま
す。
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（別　紙）

分類番号 主な意見の概要 文部科学省の考え方

⑤その他 行政手続法第39条は、意見提出期
間を「原則として30日以上」と定
めているが、今回はその規定に反
していたのではないか。

　今回のパブリックコメントは、行
政手続法に基づき実施しており、令
和２年１２月１０日から令和３年１
月８日までの３０日間の期間を確保
して実施しました。

今回の【概要】に書かれている内
容では具体的な規則等が明確に理
解できず、透明性には程遠いもの
であり、問題ではないか。

　今回の改正は、教科用図書検定調
査審議会の報告を踏まえて改正する
ものであり、趣旨等は公表されてい
る当該報告で明示されています。ま
た、今回の概要では、その趣旨を踏
まえた規則改正の内容が分かるよう
に記載しております。
　なお、概要によるパブリックコメ
ントの実施は、行政手続法に基づき
一般的に行われている方法です。

出版社の中には零細であったり、
現場の現・元教員らが中心になっ
て教科書を作っているものもある
ので、「出典一覧表」について検
定規則等への明記に当たっては、
チェック欄を設けるだけにする
等、負担軽減に努めてほしい。

　申請図書に使用する写真や資料等
については、適切に権利処理がなさ
れた上で検定申請がなされること
が、現在も前提となっています。今
回の改正は、それを念のため確認す
る趣旨のものであり、発行者の負担
を増大させるものではないと考えま
す。
　なお、「出典一覧表」について
は、教科用図書検定規則実施細則の
改正において対応する予定です。

4


